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子
、扶
養
、財
産
分
与
相
続
な
ど
）

※
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す

登
米
裁
判
所

☎
０
２
２
０（
５
２
）２
０
１
１

登
米
調
停
協
会
庶
務（
担
当
＝
金
）

☎
０
２
２
８（
３
４
）３
８
７
４

10
月
23
日（
水
）❶
午
前
９

時
30
分
〜
❷
午
前
11
時
〜
❸
午
後

１
時
30
分
〜
❹
午
後
３
時
〜

県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所

※
職
業
の
あ
っ
せ
ん
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す

▼
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー「
ゆ
い
」

☎
０
２
２
０（
２
１
）１
０
１
１

０
２
２
０（
２
１
）１
０
１
２

▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課（
障

害
福
祉
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

０
２
２
０（
５
８
）２
３
７
５

10
月
25
日（
金
）午
後
１
時

15
分
〜
４
時
15
分

迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー

及
川
毅つ

よ
し（
弁
護
士
）

▼
宮
城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ン

タ
ー

☎
０
２
２（
２
１
５
）５
０
５
０

▼
宮
城
県
警
察
本
部
暴
力
団
対
策

課☎
０
２
２（
２
２
２
）８
９
３
０

10
月
６
日（
日
）▼
講
演
会

＝
午
前
10
時
20
分
〜
正
午
▼
相
談

会
＝
午
後
１
時
〜
３
時

▼
講
演
会
／
せ
ん
だ
い
メ

デ
ィ
ア
テ
ー
ク
▼
相
談
会
／
仙
台

法
務
局
本
局

❶
相
続
登
記
お
よ
び
相
続

税
に
関
す
る
講
演
❷
相
続
登
記
、

不
動
産
、会
社
法
人
の
登
記
申
請
、

介
護
課（
長
寿
社
会
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

10
月
24
日（
木
）午
後
１
時

〜
４
時

迫
公
民
館（
１
階
研
修
室
）

弁
護
士
、警
察
官
、相
談

委
員

不
当
な
金
品
要
求
、

飲
食
店
に
対
す
る
用
心
棒
料
な
ど

の
要
求
、債
権
取
立
、交
通
事
故
な

ど
へ
の
示
談
介
入
、ヤ
ミ
金
融
、架

空
請
求
、書
籍
の
購
読
要
求
、エ
セ

右
翼
・
エ
セ
同
和
問
題
な
ど
で
お

困
り
の
人
、暴
力
団
組
織
か
ら
の

組
抜
け
、そ
の
他
暴
力
団
問
題
な

ど
に
関
す
る
困
り
ご
と

談
と
も
要
電
話
予
約

月
〜
金
曜（
祝
日
を

除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）８
１
２
５

市
教
育
研

究
所

☎
０
２
２
０（
２
２
）８
０
２
９

10
月
６
日（
日
）午
前
９
時

30
分
〜
午
後
３
時（
受
付
時
間
＝

午
前
９
時
〜
午
後
２
時
30
分
）

中
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

▼
民
事（
借
入
債
務
、

過
払
返
金
、金
銭
、土
地
建
物
、交

通
事
故
な
ど
）▼
家
事（
夫
婦
、親

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
０
８

無
料（
要
電
話
予
約
）

産
業
経
済
部
商
業

観
光
課（
商
業
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
３
４

　

高
齢
者
で「
最
近
物
忘
れ
が
多

く
な
っ
た
」「
認
知
症
と
診
断
さ
れ

た
が
、ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
か
」

な
ど
、気
に
な
る
こ
と
や
困
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。認
知
症
専
門
医
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

　

予
約
が
必
要
で
す
の
で
、事
前

に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

10
月
25
日（
金
）午
後
１
時

30
分
〜

市
役
所
南
方
庁
舎（
１
階

相
談
室
）

福
祉
事
務
所
長
寿

　

総
務
省
に
よ
る
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）帯
の
周
波
数
再
編

で
、こ
れ
ま
で
地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
が
使
用
し
て
い
た
周
波
数

は
、携
帯
電
話
の
電
波
が
使
用
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。携
帯
電
話

基
地
局
の
開
設
に
伴
い
、令
和
元

年
10
月
24
日（
木
）か
ら
試
験
電
波

が
発
射
さ
れ
、一
部
地
域
で
テ
レ

ビ
受
信
障
害
が
発
生
し
、テ
レ
ビ

放
送
が
正
常
に
視
聴
で
き
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
受
信
障
害
対
策
は
、携

帯
電
話
事
業
者
が
設
立
し
た「
一

般
社
団
法
人
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
利
用

推
進
協
会
」が
実
施
し
、テ
レ
ビ
受

信
へ
の
影
響
が
発
生
す
る
可
能
性

が
あ
る
世
帯
に
は
、試
験
前
に
チ

ラ
シ
が
配
布
さ
れ
ま
す
。ま
た
、対

策
が
必
要
な
可
能
性
の
高
い
世
帯

は
、テ
レ
ビ
受
信
障
害
対
策
員
証

を
携
行
し
た
工
事
作
業
者
が
直
接

ご
家
庭
を
訪
問
し
ま
す
。

　

対
策
に
か
か
る
費
用
は
全
て
推

進
協
会
が
負
担
し
ま
す
の
で
、市

民
の
皆
さ
ん
に
費
用
を
請
求
す
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。テ

レ
ビ
受
信
障
害
対
策
を
装
っ
た
詐

欺
行
為
や
悪
徳
商
法
な
ど
に
は
十

分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

テ
レ
ビ
放
送
が
正
常
に
視
聴
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
や
、不
審
な

訪
問
が
あ
っ
た
場
合
は
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
テ

レ
ビ
受
信
障
害
対
策
コ
ー
ル
セ
ン

（令和元年８月末現在）

地区 世帯数
人口（人）

男 女 計（前月比）

迫 7,578 9,854 10,422 20,276 （▲46）

登米 1,797 2,287 2,479 4,766 （2）

東和 2,346 3,060 3,164 6,224 （▲18）

中田 5,162 7,657 7,961 15,618 （▲23）

豊里 2,157 3,221 3,274 6,495 （▲11）

米山 2,835 4,442 4,584 9,026 （▲10）

石越 1,565 2,392 2,390 4,782 （3）

南方 2,703 4,186 4,365 8,551 （▲1）

津山 1,151 1,537 1,666 3,203 （▲2）

合計 27,294 38,636 40,305 78,941 （▲106）

※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています

（令和元年８月末現在）※佐沼・登米警察署調べ
R1 H30 増減数

人身事故
発生件数 94件 124件 ▲30件

死者数 2人 3人 ▲1人

負傷者数 120人 156人 ▲36人

物損事故
発生件数 904件 1069件 ▲165件

※平成31年１月からの延べ件数（前年同時期と比較）

市内放射線の測定結果

測定地点 測定結果 天気
消防署 0.05 晴れ
消防署北出張所（石越） 0.04 晴れ
消防署東出張所（東和） 0.03 晴れ
消防署津山出張所 0.05 晴れ
消防署南出張所（豊里） 0.05 晴れ
消防署西出張所（南方） 0.04 晴れ

タ
ー

☎
０
１
２
０（
７
０
０
）０
１
２
ま
た

は
０
５
０（
３
７
８
６
）０
７
０
０

（
受
付
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後

10
時（
年
中
無
休
））

10
月
８
日（
火
）午
後
１
時

〜
４
時

登
米
合
同
庁
舎（
２
０
２

会
議
室
）中

小
企
業
、個
人
事
業
者

間
の
問
題

無
料（
要
予
約
）

10
月
１
日（
火
）み

や

ぎ
産
業
振
興
機
構

０
１
２
０（
４
１
８
）６
１
８

※
市
内
各
商
工
会
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す

　

子
ど
も
に
関
す
る
悩
み
に
経
験

豊
か
な
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。相
談
は
無
料
で
、秘
密

は
守
り
ま
す
。市

視
聴
覚
セ
ン
タ
ー

面
接
相
談
、電
話
相

戸
籍
、供
託
、人
権
に
関
す
る
相
談

▼
講
演
会
お
よ
び
相
談

会
は
、無
料
で
事
前
予
約
制
で
す

▼
法
務
局
職
員
、公
証
人
、人
権
擁

護
委
員
、司
法
書
士
、土
地
家
屋
調

査
士
、税
理
士
が
相
談
に
応
じ
ま

す

仙
台
法
務

局
民
事
行
政
調
査
官
室

☎
０
２
２（
２
２
５
）５
７
２
０

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

　これからの時期は日没が早まり、夜間の事故が多発しま
す。
　特に、夜間外出する際は反射材を身につけ、交通事故に遭
わないように注意しましょう。

忘れずに納めましょう
納税は便利な口座振替で

㊋、 ㊋
㊋、 ㊋

㊋、 ㊋
㊋

㊋、 ㊋
㊋

▶
☎
☎
☎
☎

▶
☎

▶
☎

▶
☎

▶
☎

▶
☎

　

広
報
と
め
８
月
号
に
誤
解
を
招

く
表
現
が
あ
り
ま
し
た
。お
わ
び

し
て
訂
正
し
ま
す
。９
㌻【Zoom

 
U
p T
om
e

】「
県
内
で
は
最
年
少
」

と
掲
載
し
ま
し
た
が
、正
し
く
は

「
県
内
現
役
で
は
最
年
少
」で
す
。

県
内
で
史
上
最
年
少
の
八
段
合
格

者
は
故
宮
澤
保や

す

行ゆ

き

さ
ん（
大
崎
市
）

で
す
。


